
集団回収集団回収集団回収集団回収事業事業事業事業のてびきのてびきのてびきのてびき    
 

生活が豊かになるにつれて消費が増えるとともに、ごみも増え続けてきました。 

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄の生活を見直し、限りある地球資源を大

切にしましょう。集団回収事業は『『『『資源資源資源資源となるごみとなるごみとなるごみとなるごみ』』』』を、リサイクルして有効利用す

る代表的な方法のひとつです。 

 

☆☆☆☆集団回収集団回収集団回収集団回収とはとはとはとは？？？？    
自治会、老人会、子供会、PTA 等で地域の自主活動として、各家庭からでる紙類、

金属類、生びん、布類等を一定の日に一定の場所に集め、回収業者に引渡します。 

地域団体の皆さんの協力のもと、ごみを減らして、資源として生かし、また地域の

コミュニティの場としても役立つ活動が集団回収です。 

たとえば古紙１ｔをリサイクルすると直径１４ｃｍ高さ８ｍの立木２０本から作

られるパルプの量と同じ資源に相当します。皆さんで環境保全に協力しましょう。 

 

☆☆☆☆江戸崎地方衛生土木組合江戸崎地方衛生土木組合江戸崎地方衛生土木組合江戸崎地方衛生土木組合からのからのからのからの積極的積極的積極的積極的サポートサポートサポートサポート    
江戸崎地方衛生土木組合では、皆さんの集団回収を円滑にすすめるため、「江戸崎

地方衛生土木組合資源物集団回収事業補助金交付要綱」を定め、補助金交付による実

施団体への支援を行っています。 

 

☆☆☆☆補助金交付補助金交付補助金交付補助金交付をををを受受受受けるにはけるにはけるにはけるには？？？？    
○ 実施団体実施団体実施団体実施団体はははは団体団体団体団体登録登録登録登録がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

自治会、老人会、子供会、PTA などの営利を目的としない地域住民団体が、集団回

収を実施するためには、まず江戸崎地方衛生土木組合に団体登録してから回収活動を

実施してください。また、登録の際には、補助金を受け取るための預金口座をお知ら

せください。 

※現金での直接払いはご遠慮いただいております。 

≪提出書類≫ 

「集団回収事業実施団体登録申請書」 

「振込先の通帳通帳通帳通帳ののののコピーコピーコピーコピー」（郵便局は不可） 

    

○ 回収回収回収回収活動活動活動活動実績実績実績実績をををを報告報告報告報告してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

皆さんが収集した資源ごみは、実施団体が契約した買上げ業者が買取します。そ

の際に業者から買上げ伝票が発行されますので、その伝票を添付し、江戸崎地方

衛生土木組合に報告します。 

※提出書類は、江戸崎地方衛生土木組合・稲敷市役所各総合窓口課・稲敷市、美

浦村の生活環境課でも受付いたします。 

≪提出書類≫ 

「集団回収事業補助金交付申請書」 

「資源物回収実績報告書」 

「資源物回収業者発行の買上買上買上買上伝票原本伝票原本伝票原本伝票原本（コピー不可）」 



○ 実績実績実績実績にににに応応応応じてじてじてじて補助金補助金補助金補助金をををを交付交付交付交付しますしますしますします。。。。    

登録申請書を基本に実施した団体には、以下の基準で算出した補助金を交付します。 

補補補補    助助助助    金金金金＝  回回回回    収収収収    量量量量    （㎏）（㎏）（㎏）（㎏）  ×  ５５５５    円円円円    

    

 

【【【【申請書申請書申請書申請書のののの提出期限提出期限提出期限提出期限とととと振込日振込日振込日振込日】】】】    

    
申請書提出期限  補助金振込日 

前 期    ９月 ５日   ９月２５日 

後 期    ３月 ５日   ３月２５日 

最 終    ４月１０日   ５月１５日 

    
 

※ 年度年度年度年度をををを越越越越えたえたえたえた買上伝票買上伝票買上伝票買上伝票はははは受領受領受領受領できませんできませんできませんできませんので、必ず４月１０日までには、補助金

交付申請書を提出してください。書類提出等に不都合がありましたら、４月５日

までに江戸崎地方衛生土木組合の担当まで必ず連絡をお願いします。 

    

 

○ そのそのそのその他他他他    

１.集団回収を実施する日は、業者（別紙買取業者）と事前に打合せの上、決めてく

ださい。 

 

２.補助金交付申請書等の用紙は、江戸崎地方衛生土木組合・稲敷市役所各総合窓口

課・稲敷市、美浦村の生活環境課にあります。また、インターネットをご利用の方は、

江戸崎地方衛生土木組合ホームページからダウンロードしてください。 

 

３.代表者等を変更した場合は、集団回収申請書類一式を新しい担当者へお渡しくだ

さい。 

 

４.実施回数、実施人数等で実施要件に満たない団体でも、内容によっては対象とな

る場合がありますので、江戸崎地方衛生土木組合へご相談願います。 

 

 

＜＜＜＜おおおお問合問合問合問合わせわせわせわせ＞＞＞＞    

※基本的内容の問い合わせは、江戸崎地方衛生土木組合になりますが、お住まいのあ

る自治体でも手続きについてご説明しております。ご気軽にご相談ください。 

 

江戸崎地方衛生土木組合 総務課 

０２９－８９２－２８４１（代） 

稲敷市役所 生活環境課 

０２９－８９２－２０００（代） 

美浦村役場 生活環境課 

０２９－８８５－０３４０（代） 


